
 
 
 
                                    

中央労働金庫 

              ハイパーΣ定期・ハイパーΣ定期300        

                                     （2007年2月1日現在） 

１．商品名と概要 ・ハイパーΣ（シグマ）定期預金（据置型定期預金） 

 【愛称】ハイパーΣ定期（預入金額 300万円未満） 

     ハイパーΣ定期３００（預入金額 300万円以上） 

 

 

 

 

 

２．ご利用いただける方 ・個人のお客さま 

３．    期 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（1）定型方式 

・この預金は、任意に満期日をご指定いただくことはできません。 

なお、お預け入れ時のお申し出により自動継続（元金継続または元利継続）のお

取り扱いができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お預け入れ日から次の定型期間が経過した応答日を、最長預入期間として指定

することができます。（据置期間6ヶ月） 

  
 

６か月ごとの複利で利息を計算。６か月の据置期間が過ぎれば、いつでもお

引出しできます。 

お預け入れ期間は最長３年、５年、７年、１０年の４タイプ。 

（例）最長預入期間３年の場合 

 

 

４．お預け入れ方法 

(1)お預け入れ方法 

(2)お預け入れ金額 

 

 

・一括してお預け入れいただきます。 

 

 
５．払い戻し方法 

  

（1）一部払い出し 

・お預け入れ日の6か月後の応当日以後の任意の日に、お預け入れ金額の全部ま

たは一部をお利息とともに払い戻しいたします。 
 

・据置期間（6か月）経過後は、1万円以上でいつでも自由に一部払い戻しするこ

とができます。 

ただし、預入金額が300万円以上（ハイパーΣ定期３００）の場合は、一部支払

い後の残りの金額が300万円を下回る一部の払い戻しのお取り扱いはできませ

ん。  

 

ハイパーΣ定期 1万円以上300万円未満（1円単位） 

ハイパーΣ定期３００ 300 万円以上 1千万円未満（1円単位） 

 

 

 

 

 

 

※据置期間（６か月）経過後は、いつでも解約および一部払い戻しができます。

 ただし、お預け入れ金額が300万円以上の場合は、300万円を下回らない金額に

ついて一部払い戻しができます。 

預入日 ３年
 

６か月
（利息元加）

１年
（利息元加）

１年６か月
（利息元加）

２年 
（利息元加）

解約日 

払い戻し可能
― 据置期間 ― 

2年以上3年未満利率 

２年６か月 
（利息元加） 

最長預入期間 ３年、５年、７年、１０年 
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６．利  息  

(1)適用金利 ・お預け入れ時もしくは自動継続時の店頭表示利率を約定利率とし、預入期間に

応じて適用します。この利率は最長預入期間まで変わりません。 

 ３年もの ５年もの ７年もの １０年もの 

ハイパーΣ定期 ハイパーΣ定期 ハイパーΣ定期 ハイパーΣ定期 預入期間 

6か月以上1年未満 6か月以上利率 6か月以上利率 6か月以上利率 6 か月以上利率

1年以上2年未満 1年以上利率 1年以上利率 1年以上利率 1年以上利率 

2年以上3年未満 2年以上利率 2年以上利率 2年以上利率 2年以上利率 

－ － － 3年 3年利率 

－ 3年以上4年未満 3年以上利率 3年以上利率 3年以上利率 

－ 4年以上利率 4年以上利率 4年以上5年未満 4年以上利率 

－ － － 5年 5年利率 

－ 5年以上6年未満 － 5年以上利率 5年以上利率 

－ － 6年以上7年未満 6年以上利率 6年以上利率 

－ － 7年 7年利率 － 

－ － － 7年以上8年未満 7年以上利率 

－ － － 8年以上9年未満 8年以上利率 

－ － － 9年以上10年未満 9年以上利率 

－ － － 10年 10年利率 
 

(2)計算方法 ・付利単位を1円とし、1年を365 日とする日割計算（6か月ごとの複利計算）を行

います。 
 
７．税  金 ・20％の源泉分離課税（国税15％・地方税5％） 

※ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 

８．手数料 ─── 

９．付加できる特約条項    

（1）当座貸越 ・個人のお客さまの場合、自動継続の定期預金を、総合口座取引の担保定期預金

として組み入れ、総合口座の普通預金口座からの貸越（残高がマイナスになる

こと。当座貸越といいます。）を利用することができます。 

・総合口座の当座貸越限度額は、定期預金の合計額（積立定期預金およびエース

預金もご利用の場合は合算します）の90％（千円未満切り捨て）または300万円

のうちいずれか少ない金額とします。 

・貸越利率は、担保とする定期預金の約定利率に0.50％を上乗せした利率となり

ます。なお担保預金が複数ある場合は約定利率の低い方から適用されます。 

（2）マル優 ・個人のお客さまは、マル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）が

ご利用できます。 
 
10．期限前解約(中途解約）

の取り扱い 
・お預け入れ日の6か月後の応当日前に解約する場合は、お預け入れ日から解約日

の前日までの日数について解約日における普通預金の利率により計算した利息

とともに払い戻しいたします。 

・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内（１人あたり当金庫での預

金等総額のうち元本1,000万円までとその利息等）で保護されます。 
11．預金保険制度 

12．金利情報の入手方法 ・店頭にてご覧いただくか、または中央労働金庫ホームページにてご確認ください。

【中央労働金庫ホームページhttp://chuo.rokin.com】 

13．その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金の利率により

計算します。 

中央労働金庫 
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http://chuo.rokin.com/

